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１ 国の検討会のとりまとめ概要

※厚生労働省「『新たな地域医療構想等に関する検討会』のとりまとめ」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html 3



※厚生労働省「第13回新たな地域医療構想等に関する検討会」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html 4

＜主な記載事項＞

１ 国の検討会のとりまとめ概要



２ 国のガイドラインの構成案

※厚生労働省「第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１」（令和７年10月15日）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64631.htmlを一部加工

○ 令和７年10月に開催された国の検討会においてガイドラインの構成案が示された。
〇 主な項目は、「構想区域」「医療機関機能」「病床機能」「入院医療」「外来医療」「在宅医療」「介
護との連携」「医療従事者の確保」等となっており、本県の地域医療構想もこれらに従って策定することと
したい。
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※ 令和７年12月12日 医療法等の一部を改正する法律 公布



受入体制を強化するとともに、ＡＤＬの低下を防止す
るため、入院早期から必要なリハビリテーションを適切
に提供し、早期に自宅等の生活の場に戻ることができる
支援体制を確保することが求められる。その際、救急搬
送や状態悪化の減少等が図られるよう、医療ＤＸの推進
等による在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等と
地域の医療機関との連携強化、かかりつけ医機能の発揮
等を通じて、在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設
等の対応力を強化することも求められる。

高齢者救急 在宅医療

地域の実情に応じて、医療機関や訪問看護ステーショ
ン等の連携により、地域での 24 時間の提供体制を構築す
るとともに、オンライン診療の積極的な活用、介護との
連携等を通じて、効率的かつ効果的に提供体制を強化す
ることが求められる。あわせて、外来医療についても、
時間外対応等のかかりつけ医機能を発揮して必要な提供
体制を確保することが求められる。

医療の質や医療従事者の確保

地域ごとに医療需要の変化等に対応できる医療従事者
を確保することが重要である。また、今後、多くの医療
資源を要する手術等が減少し、急性期病床の稼働率の低
下等により、医療機関の経営への影響が見込まれる中、
一定の症例や医師を集約して、医師の修練や医療従事者
の働き方改革を推進しながら、急性期医療や救急医療を
提供する体制を構築することが求められる。

地域における必要な医療提供の維持

人口減少により医療従事者の不足が顕著となっていく
中で、医療ＤＸ、タスクシフト・シェア等の推進により、
生産性の向上を図り、地域で不可欠な医療機能を維持す
ることが求められるとともに、すでに人口減少がより進
んでいる過疎地域等においては、拠点となる医療機関か
らの医師の派遣や巡回診療、ＩＣＴの活用等が一層求め
られる。

※厚生労働省「『新たな地域医療構想等に関する検討会』のとりまとめ」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.htmlから抜粋して作成

３ 国が示す基本的な４つの方向性
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○ 令和６年12月に公表された「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」においては、基本的な方向性と
して「高齢者救急」「在宅医療」「医療の質や医療従事者の確保」「地域における必要な医療提供の維持」
の４点が示されている。

〇 「入院医療」「外来医療」「在宅医療」「介護との連携」等の項目を議論する際に、これらの観点を踏
まえる必要がある。

令和７年９月３日
第１回医療計画部会資料（一部改）



※厚生労働省「『新たな地域医療構想等に関する検討会』のとりまとめ」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.htmlを基に作成
※「医療法に基づく報告制度」の〇印は、各項目の議論の際に当該データを活用することを想定しているもの。
※「国が示す４つの方向性を踏まえた論点（例）」は、「『新たな地域医療構想等に関する検討会』のとりまとめ」の該当する記述を県で分類したもの。また、全てを網羅したもの
ではなく一例であること。

４ 地域医療構想の項目と４つの方向性等の関係
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〇 新たな地域医療構想については、「入院医療」「外来医療」「在宅医療」「介護との連携」等の項目ご
とに、医療法に基づく「医療機関機能報告」「病床機能報告」等のデータを基に、「高齢者救急」「在宅医
療」等の国が示す基本的な４つの方向性の観点を踏まえて議論を進めることとしたい。

医療法に基づく報告制度 国が示す４つの方向性を踏まえた論点（例）

医療機関
機能

病床
機能

かかりつけ医
機能

高齢者救急 在宅医療
医療の質や
医療従事者
の確保

地域における
必要な医療提供

の維持

入院医療 〇 〇 〇
高齢者救急の受
入れ体制強化

退院先（在宅・
施設）の調整

医療従事者確保、
働き方改革
医師の修練

医師派遣

外来医療 〇 〇
時間外の悪化時
の対応

時間外の悪化時
の対応

医療従事者確保、
働き方改革

遠隔医療

在宅医療 〇 〇

在宅医療提供医
療機関と地域の
医療機関の連
携・対応強化

－
医療従事者確保、
働き方改革

情報共有に係る
システム導入

介護との連携 〇 〇

在宅医療提供医
療機関と地域の
医療機関の連
携・対応強化

ACP、看取り
医療従事者確保、
働き方改革

情報共有に係る
システム導入



(１) 国のスケジュール

※厚生労働省「第１回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料２」（令和７年７月24日）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html

５ スケジュール 国の議論
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令和７年９月３日
第１回医療計画部会資料



５ スケジュール 本県の主な論点ごとのスケジュール案

論 点 R7 R8 R9 R10 R11 R12

★ 地域医療構想
○ 新構想検討 ○ 新構想開始 ○ 精神病床追加

★ 保健医療計画
○ 中間見直し ○ 中間見直し後

の計画開始
○ 次期計画検討 ○ 次期計画開始

医療圏、構想区域

基準病床数、必要病床数
（病床機能）

在宅医療

医療・介護連携

医療機関機能

精神医療（精神病床）

※ 令和７年12月12日 医療法等の一部を改正する法律 公布

第８次医療計画 第９次医療計画

新たな地域医療構想現 地域医療構想

検

討 検

討

検
討

必
要
に
応
じ
て

計
画
・
新
構
想
に
反
映

必
要
に
応
じ
て

次
期
計
画
に
反
映
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令和７年９月３日
第１回医療計画部会資料（一部改）



５ スケジュール 本県の全体スケジュール案

年度
R7 R8

R９
７～９月 10～12月 1～3月 ４～６月 ７～９月 10～12月 1～3月

医療
計画部会

・
地域医療
構想調整
会議

国の動向、
県の現状等
について共
有

県の現状等
を踏まえた
方向性の検
討

国のガイド
ラインを踏
まえた方向
性の検討

骨子案の検
討

素案の検討 最終案の検
討（１月）

医療
審議会

諮問 骨子案の検
討

素案の検討 答申（３
月）

県

骨子案の策
定

素案の策定

パブリック
コメントの
実施

最終案の策
定（２月）

国 新たな地域医療構想に
関する

ガイドラインの策定

施
行

現状把握、課題抽出 方向性の検討

医療法等
改正

※ 令和７年12月12日 医療法等の一部を改正する法律 公布
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令和７年９月３日
第１回医療計画部会資料（一部改）
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